
土木交通・警察・企業常任委員会１ 

令和４年（2022 年）11月 24 日（木） 

土木交通部 道路整備課 

各土木事務所における「地域の重点項目」 

青色：拠点間ネットワーク整備事業 赤色：拠点内道路空間整備事業 

 

（仮称）滋賀県道路整備アクションプログラム（2023）の策定について 

 

１ 現在の策定状況 

・ 土木事務所毎に開催する地域ワーキングで頂いた意見をもとに、「地域の声（案）」 

や客観的評価マニュアルの加点項目である「地域の重点項目（案）」を選定。 

・ 現在、個別事業を評価し事業の優先度の設定作業を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ アクションプログラム 2023 の掲載内容 

（１） 事業の分類、対象事業費について 

・ 滋賀県道路整備マスタープラン（第３次）の施策により、「拠点間ネットワーク整

備事業」と「拠点内道路空間整備事業」に事業を分類し、事業内容ごとの対象事業

費は下表のとおり。 

 

 

 

 

 

（参考）アクションプログラム 2018 

アクションプログラム 2023 



（２）事業の掲載イメージについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ アクションプログラム掲載箇所については、以下の要件を満たすものの内、優先度を

踏まえ、2023～2032 年度に事業を実施する箇所とする 

 ・ 概略計画（ルート）や構造が決まっており、関係市町と共有出来ている箇所 

  ・ 道路整備の必要性（期待される効果や費用対効果など）が整理出来ている箇所 

  ・ バイパス整備の場合、関係市町と旧道移管等の調整がついている箇所 

→ 着手時期によって「前期着手」「着手時期検討」に分けて掲載 

・ 今後の協議調整や社会経済情勢の変化等により計画に変更が生じた場合は、次期ア

クションプログラム改定時に位置づけも含めて見直す。 

 

◎ 策定に向けた検討課題 

     ・ 県の道路ネットワークについて、市町や関係機関とより一層連携を深め、継続的に

検討を進める仕組みが必要（具体の調査箇所について記載することも検討）。 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプログラム 2023 

（参考）アクションプログラム 2018 



３ 今後の予定について 

・令和 4年 12 月         ：第４回（最終）地域ワーキング 

・１月常任委員会 (閉会中)      : 個別掲載予定箇所（案）の報告 

・３月常任委員会（２月定例会議）：(仮称)アクションプログラム 2023（案）の報告 

・令和５年３月         ：策定・公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


